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○愛知淑徳大学大学院健康栄養科学研究科規程  

（ 趣旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程は 、愛 知 淑 徳 大 学大 学 院 健康 栄 養 科 学 研究 科（ 以 下 「研 究 科 」 と い

う 。）が 愛 知 淑 徳 大学 大 学院 学 則 （ 以 下「 大 学院 学 則 」 と いう 。） 第１ 条 に 則 り 、次

の 各号 に 掲 げ る 目的 を 達成 す る た め 、教 育 課程 、 授 業 、 研究 指 導、 成 績 評 価 等及 び

運 営等 に つ い て 、大 学 院学 則 に 定 め るも の のほ か 必 要 な 事項 を 定め る 。  

（ １）  健 康 栄 養科 学 専攻 （ 修 士 課 程） は 、高 い 倫 理 観 を有 し 、栄 養 学 を 構 成す る

人 間 、食 物 、環境 、さ らに は 栄 養 学 に関 連 する 臨 床 医 学 領域 な どの 高 度 か つ

先 進的 な 知 識 や 技術 に 基づ い て 、地 域 が 抱 える 諸 問 題 を 多職 種 連携 の 中 で リ

ー ダ ー シ ッ プ を 発 揮 し な が ら 解 決 し て い く 高 度 専 門 職 業 人 の 養 成 を 目 的 と

し て教 育 研 究 活 動を 行 う。  

２  こ の 規 程 に 定め る もの の ほ か 、 研究 科 の教 育 課 程 等 に関 し 必要 な 事 項 は 、研 究 科

委 員会 の 定 め る とこ ろ によ る 。  

（ 教員 編 成 ）  

第 ２ 条  研 究 科 は、 第 １条 に 掲 げ る 理念 ・目 的 を 達 す るた め 、教 育 課 程 、授 業 、 研 究

指 導及 び 運 営 等 の必 要 性に 基 づ き 、 年齢 構 成及 び 関 連 学 部の 教 員編 成 の 方 針 を考 慮

し つつ 、 以 下 の 要件 を 備え た 教 員 に より 編 成さ れ る 。  

（ １） 人 格 、識見 、研 究上 の 業 績 、大学 及 び 大学 院 で の 教 育経 験 及び 運 営 の 能 力、

学 会及 び 社 会 に おけ る 活動 並 び に 心 身の 健 康状 態 等 に つ き 、大 学院 に お け る

専 門教 育 及 び 研 究指 導 を行 う 教 員 た るに 適 する 条 件 を 備 えて い るこ と 。  

（ ２）  研 究 科の 基 本 理念 、 教 育 目標 を 共 有し 実 践 す る ため に 、人 間 の 心 身の 健 康

並 びに そ れ を 支 える 栄 養に 対 す る 深 い洞 察 力を 持 ち 、教 育 や 研 究に 献 身 し よ

う とす る 者 で あ るこ と 。  

（ ３）  学 生 指導 、 研 究科 運 営 に 当 たっ て は、 研 究 科 の教 育 課 程編 成 の 基 本 方針 を

尊 重し 、 協 働 で きる 者 であ る こ と 。   

（ 研究 科 委 員 会 ）  

第 ３ 条  研 究 科 委員 会 は、 研 究 科 長 が招 集 し、 そ の 議 長 とな る 。  

２  研 究 科 長 に 事故 あ ると き は 、 研 究科 委 員会 に お い て 、あ ら かじ め 研 究 科 長が 指 名

し た委 員 が 議 長 を務 め る。  

３  研 究 科 委 員 会は 、委 員（ 海 外 出張 中 又 は 休 職中 の 者 を 除 く。）の ３分 の ２ 以 上 の出

席 がな け れ ば 、 議事 を 開く こ と が で きな い 。  
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４  議 事 は 、 出 席委 員 の過 半 数 で こ れを 決 し、 可 否 同 数 のと き は、 議 長 の 決 する と こ

ろ によ る 。  

５  研 究 科 長 は 、研 究 科委 員 会 に お いて 審 議し た 結 果 を 、学 長 に報 告 し な け れば な ら

い 。  

６  研 究 科 委 員 会の 運 営に 関 し て 必 要な 事 項は 別 に 定 め る。  

（ 授業 科 目 、 単 位数 及 び履 修 方 法 及 び研 究 指導 ）  

第 ４ 条  研 究 科 にお け る授 業 科 目、 単 位 数、 履 修 方 法及 び 研 究 指導 は 、 別表 の と お り

と する 。  

２  授 業 科 目 の 単位 数 の計 算 の 基 準 は、 研 究科 委 員 会 の 意見 に 基づ き 学 長 の 定め る と

こ ろに よ る 。  

（ 長期 履 修 ）  

第 ５ 条  大 学 院 学則 第 ３条 の 規 定 に より 、学 生が 修 業 年 限 を 超 えて 一 定 期 間 にわ た り

計 画的 に 履 修 す るこ と（ 以 下「 長 期 履 修」と いう 。）を希 望 す る 場 合は 、こ れを 認 め

る こと が あ る 。  

２  長 期 履 修 に 関し 必 要な 事 項 は 、 別に 定 める 。  

（ 指導 教 員 ）  

第 ６ 条  入 学 又 は進 学 を許 可 さ れ た 者に は 、指 導 教 員 を 定め る 。  

２  指 導 教 員 は 、２ 人 以上 と す る こ とが で きる 。 そ の 場 合に お いて 、 主 た る 指導 教 員

は １人 と す る 。  

３  前 項 の 場 合 に必 要 があ る と き は 、従 た る指 導 教 員 と して 他 の研 究 科 の 教 員を も っ

て 充て る こ と が でき る 。  

（ 学修 計 画 の 提 出）  

第 ７ 条  入 学 又 は進 学 を許 可 さ れ た 者は 、指 導教 員 の 指 導 を 受 けて 履 修 科 目 を含 む 学

修 計画 を 作 成 し 、指 定 の期 間 内 に 研 究科 長 に報 告 す る も のと す る。  

（ 研究 計 画 の 提 出）  

第 ８ 条  入 学 又 は進 学 を許 可 さ れ た 者は 、指 導教 員 の 指 導 を 受 けて 研 究 題 目 を含 む 研

究 計画 を 作 成 し 、指 定 の期 間 内 に 研 究科 長 に提 出 し 、 研 究科 委 員会 の 承 認 を 得る も

の とす る 。  

（ 入学 前 の 本 研 究科 に おけ る 既 修 得 単位 の 認定 ）  

第 ９ 条  学 生 が 研 究 科 に入 学 す る 前 に本 研 究科 に お い て 修得 し た単 位 に つ い ては 、１

０ 単位 を 超 え な い範 囲 で修 士 課 程 修 了の 要 件と な る 単 位 とし て 認定 す る こ と がで き
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る 。  

２  前 項 に よ る 単位 の 認定 方 法 に つ いて は 、研 究 科 委 員 会の 定 める と こ ろ に よる 。  

（ 他の 研 究 科 の 授業 科 目の 履 修 ）  

第 １ ０ 条  学 生 が 本 学 の 他 の 研 究 科 に お い て 授 業 科 目 を 履 修 し 修 得 し た 単 位 に つ い

て は、 １ ０ 単 位 を超 え ない 範 囲 で 修 士課 程 修了 の 要 件 と なる 単 位と し て 認 定 する こ

と がで き る 。  

２  前 項 に よ る 単位 の 認定 方 法 に つ いて は 、研 究 科 委 員 会の 定 める と こ ろ に よる 。  

（ 学部 の 授 業 科 目の 履 修）  

第 １ １ 条  学 生 は 、指 導教 員 及 び 当 該科 目 担当 教 員 の 承 認を 得 て 、学 部の 授 業 科 目 を

履 修す る こ と が でき る 。た だ し 、 こ れに よ り修 得 し た 単 位に つ いて は 、 課 程 修了 の

要 件単 位 に は 含 まな い もの と す る 。  

（ 改廃 ）  

第 １ ２ 条  こ の 規 程 の 改廃 は 、研 究 科 委 員 会の 議 を 経 て 、研 究 科長 の 上 申 に より 学 長

が 行う 。  

 

附  則  

こ の規 程 は 、 令 和６ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  
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別表
健康栄養科学研究科健康栄養科学専攻　修士課程

科目区分 　授　　　業　　　科　　　目
必修
単位数

選択
単位数

備考

チーム医療概論 2
栄養ケア・マネジメント概論 2
在宅ケア・リハビリテーション概論 2
予防医学概論 2
地域栄養学概論 2
臨床研究法と医療倫理 2
生活習慣病特論 2
生活習慣病演習Ⅰ 2
生活習慣病演習Ⅱ 2
生活習慣病演習Ⅲ 2
生活習慣病演習Ⅳ 2
地域栄養学特論 2
地域栄養学演習Ⅰ 2
地域栄養学演習Ⅱ 2
地域栄養学演習Ⅲ 2
地域栄養学演習Ⅳ 2
栄養教育論特論 2
栄養教育論演習Ⅰ 2
栄養教育論演習Ⅱ 2
栄養教育論演習Ⅲ 2
栄養教育論演習Ⅳ 2
応用栄養学特論 2
応用栄養学演習Ⅰ 2
応用栄養学演習Ⅱ 2
応用栄養学演習Ⅲ 2
応用栄養学演習Ⅳ 2
公衆衛生学特論 2
公衆衛生学演習Ⅰ 2
公衆衛生学演習Ⅱ 2
公衆衛生学演習Ⅲ 2
公衆衛生学演習Ⅳ 2
臨床栄養学特論 2
臨床栄養学演習Ⅰ 2
臨床栄養学演習Ⅱ 2
臨床栄養学演習Ⅲ 2
臨床栄養学演習Ⅳ 2
健康食事学特論 2
健康食事学演習Ⅰ 2
健康食事学演習Ⅱ 2
健康食事学演習Ⅲ 2
健康食事学演習Ⅳ 2
口腔健康科学特論 2
口腔健康科学演習Ⅰ 2
口腔健康科学演習Ⅱ 2
口腔健康科学演習Ⅲ 2
口腔健康科学演習Ⅳ 2

8単位以上修得すること
（必修4単位を含む）

特論6単位以上
（指導教員が担当する特論2単位含む）と

演習8単位修得すること

専
門
基
礎
科
目

専
門
中
心
科
目
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別　紙

専門中心科目における履修上の制約について

　卒業要件である専門中心科目を14単位以上修得する（修士論文を指導する教員（以下「指導教
員」という。）の専門領域と類似する専門領域の特論2単位を含めた特論6単位以上と指導教員の
専門領域と類似する専門領域の演習8単位を履修することを条件とする）うち、指導教員の専門領
域と類似する専門領域の特論2単位を除く特論4単位以上を履修する際は、以下の制約を設ける。

指導教員の専門領域と
類似する専門領域の特論

「地域栄養学特論」
「栄養教育論特論」
「公衆衛生学特論」
から2単位以上を履修

「生活習慣病特論」
を履修する場合

履修上の制約を設ける特論（履修する際の制約）

「応用栄養学特論」
「臨床栄養学特論」
「健康食事学特論」
から2単位以上を履修

⇒

「地域栄養学特論」
又は

「栄養教育論特論」
を履修する場合

「応用栄養学特論」
又は

「臨床栄養学特論」
又は

「健康食事学特論」
を履修する場合

「公衆衛生学特論」
を履修する場合

「口腔健康科学特論」
を履修する場合

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

「公衆衛生学特論」
及び

「生活習慣病特論」
を履修

⇒

⇒

「生活習慣病特論」
「公衆衛生学特論」
「口腔健康科学特論」
から2単位以上を履修

「応用栄養学特論」
「臨床栄養学特論」
「健康食事学特論」
から2単位以上を履修

⇒

「生活習慣病特論」
「地域栄養学特論」
「栄養教育論特論」
から2単位以上を履修

「地域栄養学特論」
「栄養教育学特論」
から2単位以上を履修

「地域栄養学特論」
「栄養教育学特論」
から2単位以上を履修

⇒

「応用栄養学特論」
「臨床栄養学特論」
「健康食事学特論」
から2単位以上を履修

「生活習慣病特論」
「地域栄養学特論」
「栄養教育論特論」
から2単位以上を履修

「公衆衛生学特論」
を履修

⇒

⇒

「生活習慣病特論」
「公衆衛生学特論」
「口腔健康科学特論」
から2単位以上を履修

⇒

「応用栄養学特論」
「臨床栄養学特論」
「健康食事学特論」
から2単位以上を履修

⇒

 

 

 

栄養科学特別研究Ⅰ 2
栄養科学特別研究Ⅱ 2
栄養科学特別研究Ⅲ 2
栄養科学特別研究Ⅳ 2

　専門基礎科目を8単位以上（必修4単位を含む）、専門中心科目を14単位以上、研究科目を8単位（必修）の合計30単位以上を修
得した上で、修士論文の作成と審査に合格すること。
　なお、専門基礎科目のうち、「在宅ケア・リハビリテーション概論」、「予防医学概論」から2単位を選択必修とし、「地域栄養
学概論」、「臨床研究法と医療倫理」から2単位を選択必修とする。
　また、専門中心科目は、修士論文を指導する教員（以下「指導教員」という。）の専門領域と類似する専門領域の特論2単位を含
めた特論6単位以上と指導教員の専門領域と類似する専門領域の演習8単位を履修することを条件とし、指導教員の専門領域と類似
する専門領域の特論2単位を除く特論4単位以上は、別紙に定める履修上の制約を設ける。

研
究
科
目

8単位修得すること


